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は し が き

農林水産消費安全技術センター（Food and Agricultural Materials Inspection Center。略
称「ＦＡＭＩＣ」）は、農林水産行政と密接に連携しつつ、農業生産資材（肥料、農薬、

飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材）や食品等を対象として科学的な検査・分析を

行い、農業生産資材の安全の確保、食品等の品質・表示の適正化等に技術で貢献するこ

とを使命としています。

このため、ＦＡＭＩＣでは、「①食品や生産資材の検査・分析を法令に基づいて的確に

実施します。②検査・分析で得た情報をもとに、食の安全などに関する情報を分かりや

すく提供します。また、法令遵守を徹底し、高い使命感と倫理観を持って行動します。」

との行動理念の下、分析における精度管理や分析方法の妥当性確認の的確な実施、科学

技術の進歩に対応した新たな検査・分析技術の開発・導入や検査職員の教育訓練による

技術水準の向上など、検査・分析能力とその信頼性の向上に努め、国民の皆様に一層質

の高いサービスを提供すべく取り組んでいます。

このような中、平成２４年度においても、肥料、農薬、飼料といった農業生産資材に

おける安全等の確保や、農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務について、

関係法令等に基づき、的確に実施しました。また、東京電力福島第一原子力発電所の事

故の対応として農林水産省からの依頼を受け、平成２３年度に引き続き平成２４年度も、

たい肥等、牧草、稲わら及び配合飼料等の放射性セシウムの測定を実施しました。

平成２４年度は第３期中期目標期間の２年目であり、効率的かつ効果的に業務を推進

した結果、年度計画をほぼ達成することができ、農林水産省独立行政法人評価委員会に

おいて総合評価でＡ評価をいただきました。

本書は、ＦＡＭＩＣの平成２４年度の業務実績全体を整理したものであり、本書を通

じて関係者みなさまのお役にたてば幸いであります。

平成２５年１２月

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

理事長 木村 眞人
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Ⅰ 総説

１ 業務の目的及び内容

（１）業務の目的

独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「ＦＡＭＩＣ」という。）は、一般消費者の

利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、

日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査等を行うことに

より、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並

びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図

ることを目的とする。（独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成１１年１２月２２日

法律第１８３号）第３条）

（２）業務の内容

① ＦＡＭＩＣは、（１）の目的を達成するため、次の業務を行う。

ア 農林水産物、飲食料品（酒類を除く。以下同じ。）及び油脂の品質及び表示に関する調査及

び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。

イ アに掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報

の収集、整理及び提供を行うこと。

ウ 日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査を行うこ

と。

エ 日本農林規格による農林物資の格付（格付の表示を含む。）に関する技術上の調査及び指導

を行うこと。

オ ウに規定する農林物資の品質管理及び品質に関する表示に関する技術上の調査及び指導を行

うこと。

カ エ及びオに掲げるもののほか、ウに規定する農林物資の検査技術に関する調査及び研究並び

に講習を行うこと。

キ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。

ク 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。

ケ 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行う

こと。

コ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。

サ アからコの業務に附帯する業務を行うこと。

② ＦＡＭＩＣは、①の業務のほか、次の業務を行う。

ア 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）第１９

条の９第２項第６号の規定による検査並びに同法第２０条の２第１項から第３項までの規定に

よる立入検査

イ 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第３０条の２第１項の規定による立入検査、質問

及び収去並びに同法第３３条の３第２項の規定による立入検査及び質問

ウ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第１３条の２第１項の規定による集取及び立入検査

並びに同法第１５条の３第２項の規定による立入検査

エ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）第５７条第１

項の規定による立入検査、質問及び収去

オ 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成２０年法律第８３号)第１３条第１項の

規定による立入検査、質問及び集取

カ 地力増進法（昭和５９年法律第３４号）第１７条第１項の規定による立入検査

キ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成１５年法

律第９７号）第３２条第１項の規定による立入り、質問、検査及び収去
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２ 各事務所の所在地

（１）主たる事務所

本 部：さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎検査棟

農薬検査部：小平市鈴木町２－７７２

横浜事務所：横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎

（２）従たる事務所

札幌センター：札幌市北区北１０条西４－１－１３ 道新北ビル

：札幌市中央区大通西１０－４－１ 札幌第２合同庁舎

仙台センター：仙台市宮城野区五輪１－３－１５ 仙台第３合同庁舎

名古屋センター：名古屋市中区三の丸１－２－２ 名古屋農林総合庁舎２号館

神戸センター：神戸市中央区港島南町１－３－７

福岡センター：福岡市東区千早３－１１－１５

門司事務所：北九州市門司区西海岸１－３－１０ 門司港湾合同庁舎

３ 資本金の総額及び政府の出資額
（単位：百万円）

年度
平成２４年度

項目

政府出資金 10,172

その他出資金 －

資本金合計 10,172

注 各計数は単位未満を四捨五入して記載している。

４ 役員
（平成25年3月31日現在）

役職名 氏 名 任 期 担 当

理事長 吉羽 雅昭 平成23年4月1日から平成27年3月31日まで
（再任）

理 事 竹原 敏郎 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで 総合調整・肥飼料検査

角谷 德道 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで 評価・食品等検査

曽根 一人 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで 農薬検査

監 事 井上 龍子 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

碓井憲男（非常勤） 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで

（再任）

５ 常勤職員数

６４２人（平成２５年３月３１日現在）
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６ 沿革

西暦 旧農林水産消費技術センター 旧 肥 飼 料 検 査 所 旧 農 薬 検 査 所

1896 ・生糸検査所設置(明治29年)
1899 ・｢肥料取締法｣制定(明治32年)

・各地方庁に肥料検査官吏を置き肥料検
査業務を開始(明治32年)

1947 ・肥料検査所の設置(昭和22年) ・農林省農薬検査所設置(昭和22年・北
区西ヶ原)

1948 ・｢輸出品取締法｣制定(昭和23年) ・｢農薬取締法｣制定、農薬の登録検査を
開始(昭和23年)

・北多摩郡小平町(現小平市)に生物課が
移転(昭和23年)。(以降、昭和30年化
学課、昭和32年に総務課が移転して移
転完了)

1949 ・輸出食料品検査所、輸出農林水産物検
査所が設置され、農林畜水産物の輸出
検査を開始(昭和24年)

1950 ・｢肥料取締法｣全面改正(昭和25年)
1951 ・輸出食料品検査所、輸出農林水産物検

査所が合併し輸出品検査所となる(昭
和26年)

1953 ・｢飼料の品質の改善に関する法律｣制定
(昭和28年)

・畜産局飼料課分室(分析機関)を設置
(昭和28年)

1954 ・飼料検査業務を開始(昭和29年)
1957 ・｢輸出品取締法｣に変わり｢輸出検査法｣

制定(昭和32年)
1960 ・飼料検査所を設置(昭和35年)
1963 ・肥料検査所と飼料検査所が統合して肥 ・水産動植物の被害防止と植物成長調整

飼料検査所となる(昭和38年) 剤を取締対象とするため｢農薬取締法｣
改正(昭和38年)

1970 ・｢農林物資規格法｣が｢農林物資の規格
化及び品質表示の適正化に関する法律
(JAS法)｣に改正され、JAS業務が主体
になる(昭和45年)

1971 ・農薬の毒性及び残留性に対応するた
め｢農薬取締法｣改正(昭和46年)

1972 ・農林規格検査所と改称(昭和47年)
1975 ・｢飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律（飼料安全法）｣に改正(昭
和50年)

1976 ・消費者相談窓口を設置(昭和51年)
1980 ・生糸検査所を統合(昭和55年)
1982 ・企業相談窓口を設置(昭和57年)
1984 ・OECD協定の一環として、農薬GLP制度

を導入、試験施設への査察業務を開始
(昭和59年)

1985 ・｢地力増進法｣施行、土壌改良資材の検
査を開始(昭和60年)

1990 ・微量物質等の分析業務を開始(平成2
年)

1991 ・農林水産消費技術センターに改組(平
成3年)

1997 ・｢輸出検査法｣廃止(平成9年)
1999 ・汚泥肥料等が県への届出制から国への

登録制へ改正(平成11年)
・｢独立行政法人農林水産消費技術セン ・「独立行政法人肥飼料検査所法」制定 ・｢独立行政法人農薬検査所法｣制定(平

ター法(センター法)｣制定(平成11年) （平成11年) 成11年)
2000 ・｢改正JAS法｣施行、登録認定機関制度

と横断的品質表示基準を整備(平成12
年)

2001 ・独立行政法人となる(平成13年) ・独立行政法人となる(平成13年) ・独立行政法人となる(平成13年)
2002 ・ＢＳＥ特別措置法制定(平成14年) ・食品の安全性確保のため｢農薬取締法｣

改正(平成14,15年)
2003 ・食品の安全性確保のため｢肥料取締法｣

及び｢飼料安全法｣改正(平成15年)

2004 ・｢遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律｣施行(平成16年)

2006 ・｢改正JAS法｣施行、登録認定機関の登
録基準を国際基準に整合(平成18年)

2007 ・｢センター法｣改正、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとなる(平成19年4月)
2008 ・「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）」制定(平成20年)
2009 ・「ＪＡＳ法」改正、原産地表示の偽装に対する直罰規定導入(5月)、消費者庁設置に伴うＪＡＳ法改正(9月)(平成21年)
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７ 設立根拠法

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成１１年法律第１８３号）

８ 主務大臣

農林水産大臣

９ 組織図
（平成２５年３月３１日現在）

【本 部】
理 事 長 業 務 監 査 室

企 画 調 整 部 企 画 調 整 課
理 事 品 質 保 証 課

国 際 課
監 事 広 報 室
非 常 勤 監 事 主 任 精 度 管 理 官

精 度 管 理 官
総 務 部 総 務 課

人 事 課
会 計 課
管 財 課

総 務 専 門 官
小 平 総 務 分 室

消 費 安 全 情 報 部 情 報 管 理 課
交 流 技 術 課
消費者情報専門官

規 格 検 査 部 規 格 検 査 課
商 品 調 査 課
分 析 調 査 課
微 量 物 質 検 査 課
審 査 官

表 示 監 視 部 表 示 指 導 課
鑑 定 課
技 術 研 究 課
上 席 表 示 監 視 官

表 示 監 視 官
肥 飼 料 安 全 検 査 部 業 務 調 査 課

肥 料 管 理 課
肥 料 鑑 定 課
飼 料 管 理 課
飼 料 鑑 定 第 一 課
飼 料 鑑 定 第 二 課
調 整 指 導 官
専 門 指 導 官

農 薬 検 査 部 業 務 調 査 課
検 査 調 整 課
毒 性 検 査 課
環 境 影 響 検 査 課
化 学 課
生 物 課
農 薬 残 留 検 査 課
検 査 技 術 研 究 課

横 浜 事 務 所 業 務 管 理 課
規 格 検 査 課
微 量 物 質 検 査 課
表 示 指 導 課
鑑 定 課
精 度 管 理 官
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札 幌 セ ン タ ー 業 務 管 理 課
規 格 検 査 課

次 長 表 示 指 導 課
肥 飼 料 検 査 課
管 理 官
精 度 管 理 官

仙 台 セ ン タ ー 業 務 管 理 課
規 格 検 査 課

次 長 微 量 物 質 検 査 課
表 示 指 導 課
肥 飼 料 検 査 課
管 理 官
精 度 管 理 官

名 古 屋 セ ン タ ー 業 務 管 理 課
規 格 検 査 課

次 長 微 量 物 質 検 査 課
表 示 指 導 課
肥 料 検 査 課
飼 料 検 査 課
管 理 官
精 度 管 理 官

神 戸 セ ン タ ー 業 務 管 理 課
総 務 専 門 官

次 長 規 格 検 査 課
微 量 物 質 検 査 課
表 示 指 導 課
鑑 定 課
技 術 研 究 課
肥 料 検 査 課
飼 料 検 査 課
管 理 官
主 任 精 度 管 理 官
精 度 管 理 官
上 席 表 示 監 視 官

表 示 監 視 官

福 岡 セ ン タ ー 業 務 管 理 課
鑑 定 課
肥 料 検 査 課
飼 料 検 査 課

門 司 事務 所 業 務 管 理 課
規 格 検 査 課
微 量 物 質 検 査 課
表 示 指 導 課
精 度 管 理 官
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Ⅱ 業務の内容及び実績

１ 平成２４年度のＦＡＭＩＣを巡る情勢とＦＡＭＩＣの対応の概要

平成２４年度においても、ＦＡＭＩＣでは肥料、農薬、飼料といった農業生産資材における安全

性等の確保に関する業務や、農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務について、関係法

令等に基づき、業務の的確な実施に努めました。その中で特徴的な取組と成果は以下のとおりです。

① 農林水産省からの依頼を受け、東京電力福島第一原子力発電所の事故の対応として、平成２３

年度に引き続き平成２４年度も、たい肥等、牧草、稲わら及び配合飼料等について放射性セシ

ウムの測定を実施し報告しました。

① 分析機関に求められる国際標準である「ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５試験所及び校正機関の

能力に関する一般要求事項」に基づく品質保証体制を構築するため、ＩＳＯ／ＩＥＣ

１７０２５試験所認定に必要な品質マニュアル等の基準文書を新規に制定し、当該基準文書の

規定に従って業務を行うとともに、小麦のかび毒分析試験試験所認定の取得のための申請を行

いました。

③ 新しい成分の農薬の登録にあたって、（ⅰ）人の健康や環境への影響の有無を判断した科学的

根拠等を、消費者、農薬の使用者、農薬使用の指導者等の方々へお示しするとともに（ⅱ）審

査の透明性を確保するため、農林水産省と共同で審査報告書を作成し、農林水産省のホームペ

ージで公表しました。

④ ＪＡＳ規格の制定又は確認等について、農林水産大臣が作成した平成２４年度「日本農林規

格の制定等に関する計画」に従って、農林水産大臣から指示を受けて規格調査を実施し、２５

品目７５規格についてその報告書を農林水産大臣に提出しました。また、原案作成委員会の事

務局として、１５品目５８規格の原案をとりまとめ農林水産大臣に提出しました。

また、平成２１年１１月１７日に閣議決定された「独立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ

いて」への対応として、引き続きメールマガジンを活用した調達情報の提供を行い、応札業者の拡

大に努めました。また、契約監視委員会において、契約状況の点検・見直しについて審議及びフォ

ローアップを行うとともに、平成２３年度に引き続き２カ年度連続した一者応札・応募については

「『独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて』における改善状況のフォローアップについて」

（平成２４年９月７日総務省行政管理局長事務連絡）に基づき、改善に向けた取組内容等を記載し

た「一者応札・応募等事案フォローアップ票」を作成し、ホームページで公表しました。

なお、平成２４年６月１日に行政改革実行本部で決定された「公益法人に対する支出の公表・点

検の方針について」に基づき、公益法人への支出状況等をホームページに公表しました。

平成２２年１１月２６日に総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から示された主要な事務及

び事業の改廃に関する「勧告の方向性」及び平成２２年１２月７日に閣議決定された「独立行政法

人の事務・事業の見直しの基本方針」への対応として、引き続き講習事業に係る手数料の有料化及

び技術的な情報提供業務の重点化に取り組みました。また、資産・運営等の見直しに関し、不要財

産として堺ほ場を平成２５年３月に国庫に返納しました。さらに、門司事務所の福岡センターへの

移転・統合については、福岡センターの事務棟の整備を開始するとともに、２５年度予算において

福岡センターの改修及び門司事務所の原状回復に係る経費を措置し、平成２５年度中の完了を目指

し工事を進めています。
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ＦＡＭＩＣは、「肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の安全確保、食品表示の適

正化を図るための農林水産行政施策に技術的側面から貢献する」使命を果たすため、これまで以上

に業務運営の効率性と質の向上を図り、高い使命感と倫理観を持って的確に業務を遂行することと

しています。
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２ 肥料関係業務

(１) 肥料の登録及び仮登録の申請に係る調査

普通肥料を業として生産又は輸入しようとする者は、銘柄ごとに登録（公定規格の定めがない普

通肥料については仮登録）を受けなければならないとされています。

農林水産大臣に対して普通肥料の登録、仮登録の申請があった場合、ＦＡＭＩＣは、農林水産大

臣の指示に基づき、申請書の記載内容及び肥料の見本について次の調査を行っています。

ア 登録の申請に係る調査

(ア) 申請書記載内容の調査

申請書に記載されている肥料の種類（公定規格への適合及び安全の確保）、肥料の名称の

妥当性及び保証成分量（主要成分の含有量）等の確認を行っています。

(イ) 肥料見本の分析及び鑑定

主要成分及び有害成分について見本に添付されている分析データの確認を行い、また、必

要に応じて見本の成分分析、異物混入の有無・使用原材料等の鑑定により、肥料の効果及び

植物に対する有害性（以下「植害」という。）の有無等の確認を行っています。

イ 仮登録に係る調査

(ア) 申請書記載内容の調査

申請書の記載内容について、主成分の含有量及び効果その他の品質に関する事項、肥料の

名称の妥当性に関する事項、植害の有無に関する事項等の確認を行っています。

(イ) 肥料見本の分析及び鑑定

主要成分及び有害成分について見本に添付されている分析データや分析方法の妥当性等に

関する確認や、また、必要に応じて見本の成分分析、異物混入の有無・使用原材料等の鑑定

により、肥料の効果及び植害の有無等の確認を行っています。なお、仮登録された肥料につ

いては、農林水産大臣からの指示により、肥効試験等の調査を行っています。

平成２４年度は、１，０３０件の登録申請、１件の仮登録申請に係る調査を行いました。

表2-1 登録申請件数等

年 度
平成２４年度

区 分

登 録 申 請 件 数 １，０３０

仮 登 録 申 請 件 数 １
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(２) 肥料の立入検査

農林水産大臣の指示に基づき、生産事業場等へ立入検査を行い、関係者への質問、肥料やその原

料の収去を行っています。

保証票の不備及び誤記、表示の不適正、帳簿類の不備、包装容器等の不正使用、誇大又は虚偽の

宣伝等の違反があった場合、立入検査時における現地指導を行うほか、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の

まん延防止対策に関する違反などについては、改善のための諭示を行い確実な実行を確保する等所

要の指導を行っています。

立入検査した際に収去した肥料については、分析・鑑定等を行い、その結果については、立入検

査結果と併せて被検査者へ講評（品質管理に関する評価結果及び分析結果の合否等の通知）を行う

とともに、農林水産省に検査結果を報告し、農林水産省が検査の概要を公表しています。

また、立入検査及び分析・鑑定等の結果、違反等が認められた場合には、出荷停止、回収、改善

措置等必要に応じ農林水産大臣が行政指導を行っています。

ア 立入検査の内容

肥料、その原料又は生産等業務に関する帳簿・書類、その他の必要な物件により、生産工程の

確認、保証票検査、包装容器の表示、品質管理の実施の有無に関する検査等を実施しています。

また、重金属含有のおそれが高い汚泥肥料にあっては品質管理を行うことが重要であることか

ら重金属管理手引書が農林水産省から発出されており、その普及に努めています。

さらに、次年度の立入検査実施方針の策定に資するため、事業場の品質管理状況の調査や輸入

肥料を主体とした原料肥料の重金属等の有害成分含有量等の調査を行い必要な情報を農林水産省

へ提供しています。

イ 収去品の検査

(ア) 分析・鑑定

収去した肥料の保証成分量が確保されているか、有害成分が規制量以下であるか否か等に

ついて成分分析を行っています。また、必要に応じ、異物の混入、使用原料、表示物質、化

学組成等を確認するために鑑定を行うこととしています。

(イ) 植害試験

収去した肥料のうち、植害の疑いのある肥料については、随時植物に対する害に関する栽

培試験（植害試験）を行うこととしています。

平成２４年度は、５３９事業場に立入検査を実施し、４７４点の肥料又は肥料原料を収去しまし

た。検査の結果、４３点が不合格となり、そのうち２点が有害成分の基準値超過でした。

表2-2 立入検査件数・収去・分析等点数

年 度区 分 平成２４年度

立 入 検 査 事 業 場 数 ５３９

収 去 点 数 ４７４

うち不合格点数 (不合格率％) ４３(９．１)

うち有害成分の基準値超過 ２

原料肥料の有害成分含有量等検査点数 ６２６

注 不合格点数は「指摘事項あり」として公表されたものの点数である。
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(３) 肥料公定規格の設定等に関する調査

ＦＡＭＩＣでは、以下のとおり肥料公定規格の設定等のための調査を行っています。

ア 仮登録肥料の公定規格設定に関する調査

仮登録肥料について肥効試験を行い、農林水産大臣に報告しています。

イ 公定規格等の改正に関する申し出の調査

業者等関係者からの要望に対して技術的助言を行い、公定規格等の改正に関する申出書を受理

するとともに、その内容を技術的に調査し、改正の対処案等の意見を付して、農林水産省へ報告

しています。

平成２４年度は、アの仮登録肥料の公定規格設定に関する調査の実績はありませんでしたが、イ

の公定規格等の改正に関する申し出の調査を２件実施しました。

表2-3 肥料公定規格の設定等に関する調査件数

年 度
平成２４年度

区 分

仮登録肥料の公定規格設定に関す
０る調査件数

公定規格等改正申し出処理件数 ２

(４) 大臣等確認検査

ＢＳＥのまん延防止のため製造・出荷が停止された肥料について、安全性に関する措置が確保さ

れると確認されたものについて、製造・出荷の停止が解除されています。このうち肉骨粉等につい

ては、牛のせき柱等が混合しない工程で製造していることの確認（農林水産大臣の確認検査）、肥

料原料として使用できる肉骨粉等の製造基準に適合していることの確認（ＦＡＭＩＣ理事長の確認

検査）により解除を行うこととなっています。

平成２４年度は、大臣確認検査６件、理事長確認検査３６件を実施しました。

表2-4 大臣等確認検査実績

年 度
平成２４年度

区 分

大臣確認検査件数 （注１） ６

理事長確認検査件数（注２） ３６

注１ 「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する告示等の施行について」

（平成１６年２月２６日付け農林水産省消費・安全局長通知）に基づくもの

注２ 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」（平成１３年１１月１日付け農林

水産省生産局長・水産庁長官連名通知）に基づくもの
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(５) 「汚泥肥料中の重金属管理手引書」の普及・指導

安全な肥料を生産するため汚泥肥料生産業者が取り組む品質管理に関する「汚泥肥料中の重金属

管理手引書」を普及するため、農林水産省と連携しつつ、以下について取り組んでいます。

ア 汚泥肥料生産業者に対する普及・指導

イ 「汚泥肥料中の重金属管理手引書」の改良に資する調査

平成２４年度は、汚泥肥料生産業者に対して「肥料品質管理実務者講習会」を実施するとともに、

汚泥肥料の生産事業場の立入検査時に、品質管理等の普及・指導を行いました。

また、生産業者における「汚泥肥料中の重金属管理手引書」を用いた品質管理状況について、汚

泥肥料生産事業場への立入検査時に調査するとともに、「肥料品質管理実務者講習会」でアンケー

ト調査を行い、手引書の改良点の抽出を行いました。

表2-5 汚泥肥料の重金属手引書の普及・指導実績

年 度
平成２４年度

区分

肥料品質管理実務者講習会の実施件数 ７

汚泥肥料生産事業場立入検査件数 ３３６

(６) 放射性物質の測定対応

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴

い、周辺広域地域において放射性物質による汚染が生じました。このことから、農林水産省の依頼

を受け、牛ふん堆肥等１，２０５件の放射性物質測定を行いました。

表2-6 肥料等の放射性物質測定実績

区 分 測定試料数

たい肥（牛ふん堆肥） １，１２９

汚泥肥料 ７６

合 計 １，２０５
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３ 農薬関係業務

(１) 農薬の登録検査

農林水産大臣の指示に基づき、申請者から提出された申請書や各種試験成績について、薬効・薬

害のほか、厚生労働省が食品安全委員会の毒性評価結果に基づいて定める残留農薬基準及び環境省

が定める登録保留基準に抵触しないかなど、人畜や環境への安全性の面から、適用範囲、使用方法

及び使用上の注意等を審査するとともに、見本品の品質の検査を行い、検査結果を農林水産大臣に

報告しています。

ア 平成２４年度の検査状況

平成２４年度に検査を終了したものは表３－１のとおりでした。

この他、１，３５９件の農薬について再登録に係る検査を行いました。

表3-1 農薬登録検査報告件数

指示件数（注１）
分 類 検査報告件数

(当年度＋継続分)

基 準 必 要（注２） 626 175

上 記 以 外 1,848 1,236

注１ 指示件数：前年度から検査を継続し、平成２４年４月１日時点での検査未了農薬を含む。
注２ 基準必要：農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までのいずれかに掲げる場合に該当するかど

うかの基準の設定が必要な農薬。

イ 農薬の審査報告書の公表

新しい有効成分の農薬の登録にあたって、人の健康や環境への影響の有無を判断した科学的根

拠等を、消費者、農薬の使用者、農薬使用の指導者等へ示すとともに審査の透明性を確保するた

め、プロピリスルフロン、ピリベンカルブ及びメタゾスルフロンについて農林水産省と共同で審

査報告書を作成し、農林水産省のホームページで公表しました。

ウ 登録検査に係る検討会の開催状況

登録検査における微生物農薬の評価及び農薬の使用時に係る安全性の評価をより適切に進める

ため、学識経験者から技術的助言を得る場として、「微生物農薬検討会」及び「農薬使用時安全

性検討会」を設置しています。平成２４年度においては、微生物農薬検討会を２回、農薬使用時

安全性検討会を３回開催しました。
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(２) 農薬ＧＬＰ制度に基づく査察

ア 平成２４年度の査察状況

我が国では、農薬の登録申請時に提出される試験成績のうち、毒性及び残留性に関わる試験成績

に関する信頼性を一層確実にするために、昭和５９年からＧＬＰ（Good Laboratory Practice）に

係る制度が設けられています。ＧＬＰ制度とは、試験成績の信頼性を確保することを目的とした試

験施設に対する監査制度で、ＧＬＰ基準に従った管理、運営状況及び試験成績の作成状況について

査察を行っています。査察の対象とする試験範囲は、以下の６２項目となっています。

・ 毒性試験（急性毒性、慢性毒性、発がん性など）【毒性】 ・・・・・・・・３２項目

・ 物理的化学的性状試験（蒸気圧、溶解度、土壌吸着など）【物化性】 ・・・１５項目

・ 水産動植物への影響試験（魚類、ミジンコ類、藻類）【水生】 ・・・・・・１０項目

・ 生体内等代謝（動態）試験（動物、植物、土壌、水）【代謝（動態）】 ・・・ ４項目

・ 農作物への残留性試験（乳汁への移行試験を除く）【作残】 ・・・・・・・ １項目

平成２４年度における試験施設への査察は、農林水産省からの要請に基づき、農林水産省に申請

のあった２０試験施設について実施しました。

表3-2 ＧＬＰ試験施設査察実施状況

査察実施試験施設数

総施設数 適用対象試験分野内訳

毒性 物化性 水生 代謝(動態) 作残

20 9 8 5 3 5

イ ＯＥＣＤによるＧＬＰ査察当局に対する現地評価

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）では、ＧＬＰに関するＯＥＣＤ理事会決定及び関連するガイダン

スに基づき、２００８年から１０年サイクルで、ＧＬＰ査察当局の設置状況及びＧＬＰ査察官の査

察能力等を加盟国間で相互に確認し合う「現地評価」を実施しています。

平成２４年度は、日本の農薬ＧＬＰが現地評価の対象となり、１１月２６～３０日、３カ国から

計３名が評価チームとしてＦＡＭＩＣを訪れ、農薬ＧＬＰに対して評価が行われました。

なお、本評価結果については、平成２５年４月に開催された第２７回ＯＥＣＤ ＧＬＰ作業部会

会合において評価チームにより報告され、農薬ＧＬＰは、ＯＥＣＤ理事会決定及び関連するガイダ

ンスに基づき実施している旨の評価を受けました。

また、ＦＡＭＩＣの職員が他国の現地評価の評価チームメンバーとなり、ハンガリーを訪問（６

月４～８日）し、ハンガリーのＧＬＰ査察当局に対して現地評価を行いました。
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(３) 農薬の立入検査

農林水産大臣の指示により、農薬製造者、販売者、その他農薬使用者に立入り、農薬のラベルや

農薬の製造に関する帳簿等の検査を行うとともに、集取した農薬について品質、表示等の検査を行

い、農薬の品質の適正化及びその安全性確保、無登録農薬や品質不良農薬の流通の防止を図ってい

ます。

平成２４年度においては、農林水産大臣指示のあった新規化合物農薬を製造している製造場及び

近年検査を実施していない製造場を対象に２２道府県下の７３製造場について立入検査を実施し、

農薬の製造及び品質管理状況、法令事項の遵守項目等の検査を行うとともに、２５点の農薬を集取

し、品質、容器又は包装及びその表示事項等について検査を行いました。なお、この２５点のうち

年度内に農林水産大臣に報告した点数は２０点、２５年度に報告した点数は５点です。

表3-3 製造場に対する立入検査状況（平成２４年４月～平成２５年３月）

立入検査実施都道府県数 立入検査件数 集取農薬数

２２ ７３ ２５

また、上記とは別に、農林水産省から無登録農薬の疑いのある資材２製品の分析依頼があり、各

製品５点（計１０点）の分析を行った結果、農薬の有効成分が検出されました。

このため、当該資材を製造・販売している１事業者に対して農林水産大臣指示の下、農林水産省

職員とともに立入検査を実施し、事実確認を行いました。

立入検査の結果、分析した２製品の他に集取した３製品についても同じ農薬の有効成分を配合し

て製造しており、農薬取締法第２条第１項に違反する無登録農薬に該当することが判明したため、

農林水産省は、同事業者に対しこれら５製品の製造・販売を中止し、すでに販売した製品について

は自主回収を行うよう指導しました。

(４) 農薬の適正使用に係る農産物の残留状況分析

農林水産省が推進する農薬の適正使用に係る施策に資するため、農林水産省の実施計画に基づき

農産物中の残留農薬の分析を行っています。

平成２４年度においては、野菜・果実１，０４３件、米穀５１件、麦類５１件及び大豆５２件に

ついての分析を行い、分析結果は農林水産省に迅速に報告しました。

表3-4 農産物の残留農薬分析件数

品 目 分析件数

野菜・果実 1,043

米穀 51

麦類 51

大豆 52



- 15 -

(参考) 平成２４農薬年度における農薬登録の概要取りまとめ

１ 農薬登録の概要

平成２４農薬年度（平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日）に登録された農薬は、新規

登録１５６件、再登録１，２４８件、現に登録を受けている農薬についての事項変更登録（適用拡

大等）１，２０３件でした。前農薬年度に比べると、新規登録及び事項変更登録は減少しましたが、

再登録はやや増加となりました。

新規登録された有効成分は５（殺菌剤１、除草剤２、その他２）であり、これらの新規有効成分

を含む農薬は７種類（殺菌剤３、除草剤２、その他２）、９銘柄が登録されました。既登録有効成

分の農薬は１２８種類（殺虫剤２５、殺菌剤２１、殺虫殺菌剤１９、除草剤４４、農薬肥料９、植

物成長調整剤５、その他５）、１４７銘柄が新たに登録されました。

新規登録された農薬の銘柄ごとの用途別件数は、殺虫剤２７件（１７．３％）、殺菌剤２８件

（１７．９％）、殺虫殺菌剤２３件（１４．７％）、除草剤５５件（３５．３％）、農薬肥料９件

（５．８％）、植物成長調整剤７件（４．５％）、その他７件（４．５％）でした。(表３－５及び

表３－６参照)

表3-5 農薬年度別登録件数

農薬年度
20 21 22 23 24

種類

新規登録 239 (100.0) 217 (100.0) 315 (100.0) 182(100.0) 156(100.0)

殺虫剤 49 ( 20.5) 47 ( 21.7） 67 ( 21.3） 26( 14.3) 27( 17.3)

殺菌剤 40 ( 16.7) 36 ( 16.6) 51 ( 16.2) 20( 11.0) 28( 17.9)

殺虫殺菌剤 43 ( 18.0) 26 ( 12.0) 42 ( 13.3) 33( 18.1) 23( 14.7)

除草剤 96 ( 40.2) 93 ( 42.8) 135 ( 42.9) 83( 45.6) 55( 35.3)

農薬肥料 7 ( 2.9) 4 ( 1.8) 8 ( 2.5) 9( 4.9) 9( 5.8)

殺そ剤 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 0.3) 0( 0.0) 0( 0.0)

植物成長調整剤 0 ( 0.0) 6 ( 2.8) 1 ( 0.3) 5( 2.7) 7( 4.5)

その他 4 ( 1.7) 5 ( 2.3) 10 ( 3.2) 6( 3.3) 7( 4.5)

再登録 1,211 1,285 1,283 1,223 1,248

登録事項変更登録 1,366 1,307 1,295 1,426 1,203

注 平成２４年９月末日現在 有効登録件数４，３５８件

・平成２２、２３、２４農薬年度の３ケ年合計が上記有効登録件数と異なるのは、３ケ年の登録有効期間中に

製造廃止された農薬があることによる。

・( )内は、新規登録されたそれぞれの製剤の割合(％)を示す(小数第二位を四捨五入)。

表3-6 新規登録農薬の内訳

含有する有効成分数別登録件数 （銘柄数）

植物成長区分 殺虫剤 殺菌剤 殺虫殺菌剤 除草剤 農薬肥料 その他 計調整剤

単剤 24 17 0 16 9 5 3 74

２種混合剤 3 11 8 23 0 2 0 47

３種混合剤 0 0 4 9 0 0 0 13

４種混合剤 0 0 9 7 0 0 2 18

５種混合剤 0 0 2 0 0 0 2 4

計 27 28 23 55 9 7 7 156
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２ 新規有効成分の登録

平成２４農薬年度には５種類の新規有効成分が登録されました。これらの新規有効成分の種類及

び化学名等は表３－７のとおりです。

表3-7 平成２４農薬年度に登録された新規有効成分

区 新規有効成分 登録 剤型
種類名 農薬名 会社名 適用内容

分 の化学名 年月日 (有効成分)

殺 ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶ ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ ﾒﾁﾙ={2-ｸﾛﾛ-5-[(E)- ｸﾐｱｲ化学 H24.8.20 水和剤(40%) き ゅ う り

菌 ﾙﾌﾞ 顆粒水和 1-(6-ﾒﾁﾙ-2-ﾋﾟﾘｼﾞﾙﾒ ( 灰 色 か び

剤 剤 ﾄｷｼｲﾐﾉ)ｴﾁﾙ]ﾍﾞﾝｼﾞﾙ} 病､他)､他

ｶﾙﾊﾞﾏｰﾄ

除 ｲﾝﾀﾞｼﾞﾌ ｽﾍﾟｸﾀｸﾙﾌ N-[(1R,2S)-2,3-ｼﾞﾋ ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯ H24.4.6 水和剤(19.1 日 本 芝 (一

草 ﾗﾑ ﾛｱﾌﾞﾙ ﾄﾞﾛ-2,6-ｼﾞﾒﾁﾙ-1H-ｲ ﾌﾟｻｲｴﾝｽ %) 年生雑草)

剤 ﾝﾃﾞﾝ-1-ｲﾙ]-6-[(1R

S)-1-ﾌﾙｵﾛｴﾁﾙ]-1,3,

5-ﾄﾘｱｼﾞﾝ-2,4-ｼﾞｱﾐﾝ

d-ﾘﾓﾈﾝ ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟﾜ (Ｒ)-4-ｲｿﾌﾟﾛﾍﾟﾆﾙ-1 ｴｽﾃﾞｨｰｴｽ H24.4.25 乳剤(10%) 樹 木 等 (一

ｰ -ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｾﾝ 年 生 雑 草 ､

他)

そ (E,Z)-ｵ ｽｶｼﾊﾞｺﾝL (E,Z)-ｵｸﾀﾃﾞｶ-2,13- 信越化学 H24.3.21 剤(3.5%) 果 樹 類 (交

の ｸ ﾀ ﾃ ﾞ ｶ - ｼﾞｴﾆﾙ=ｱｾﾀｰﾄ 尾阻害)(ｺｽ

他 2,13-ｼﾞ ｶｼﾊﾞ)､他

ｴﾆﾙ=ｱｾﾀ

ｰﾄ(ｼﾅﾝｾ

ﾙｱの1成

分)

ｼｽ-4-(ｲ ｶｼﾅｶﾞｺｰﾙ ｼｽ-4-(ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ)-1- ｻﾝｹｲ化学 H24.3.21 剤(78%) な ら 類 (生

ｿ ﾌ ﾟ ﾛ ﾋ ﾟ ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻ-2-ｴﾝ-1-ｵ 立 木 ･伐 倒

ﾙ)-1-ﾒﾁ ｰﾙ 木)(ｶｼﾅｶﾞｷ

ﾙｼｸﾛﾍｷｻ ｸｲﾑｼ)

-2-ｴﾝ-1

-ｵｰﾙ(ｹﾙ

ｷﾎﾞﾙｱ)
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４ 飼料及び飼料添加物関係業務

(１) 飼料安全法に基づく立入検査

農林水産大臣の指示に基づき、製造事業場等への立入検査を行い、飼料等の収去を行っています。

立入検査した際に収去した飼料及び飼料添加物については分析・鑑定を行い、その結果を農林水

産大臣に報告しています。分析・鑑定結果の概要は、農林水産大臣が公表しています。

また、立入検査及び分析・鑑定の結果、違反等が認められた場合には、農林水産省からの指示に

基づき出荷停止、回収、改善措置等の技術的助言を行っています。

ア 立入検査の内容

製造現場において飼料及び飼料添加物、業務に関する帳簿・書類、その他の物件により、製造

工程の確認、表示票検査、入荷経緯等に関する検査を実施しています。

イ 収去品の分析・鑑定

収去した飼料等について、有害物質が指導基準以下であるか否か、飼料添加物が適正に添加さ

れているか等について分析を行っています。また、肉骨粉の混入の有無等を確認するために鑑定

を行っています。

平成２４年度は、５８２事業場に立入検査を実施し、８４６点の飼料等を収去しました。

表4-1 立入検査及び収去品の検査成績

年 度
平成２４年度

区 分

検 査 箇 所 数 ５８２

収 去 件 数 ８４６

うち不合格件数 ０

分 析 成 分 点 数 ６，０７４

注 分析成分点数は安全性試験に係るもの。
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(２) ペットフード安全法に基づく立入検査

ペットフード安全法に基づく立入検査等については、農林水産大臣の指示に基づき、製造事業場

等へ立入検査を行い、愛玩動物用飼料等の集取を行っています。

立入検査した際に集取した愛玩動物用飼料及びその原料については分析を行い、その結果を農林

水産大臣に報告しています。分析結果の概要は、農林水産大臣が公表しています。

また、立入検査及び分析の結果、違反等が認められた場合には、農林水産省からの指示に基づき

出荷停止、回収、改善措置等の技術的助言を行っています。

ア 立入検査の内容

製造現場において愛玩動物用飼料及びその原料、業務に関する帳簿・書類、その他の物件によ

り、製造工程の確認、表示票検査、入荷経緯等に関する検査を実施しています。

イ 集取品の分析

集取した愛玩動物用飼料について、規格に適合しているか等について分析を行っています。

平成２４年度は、７２事業場に対して立入検査を実施し、４８点の愛玩動物用飼料を集取しまし

た。

表4-2 立入検査及び集取品の検査成績

年 度
平成２４年度

区 分

検 査 箇 所 数 ７２

集 取 件 数 ４８

うち不合格件数 ０

分 析 成 分 点 数 １７９

注 分析成分点数は安全性試験に係るもの。
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(３) 特定添加物の検定に関する業務

飼料安全法において、特定添加物〔飼料添加物に指定されている抗生物質製剤：１８種類〕につ

いては検定を受け、これに合格したことを示す合格証紙が付されているもの、あるいは登録特定飼

料等製造業者が製造したものであることを示す表示を付したものでなければ販売してはならないと

されています。

ア 特定添加物の検定及び表示に関する業務

特定添加物の製造業者及び輸入業者からの申請に基づき、特定添加物の製造又は輸入ロット毎

に試験品の採取、試験及び合格証紙の貼付等の検定業務を行っています。

平成２４年度は、特定添加物の検定を１９０件実施しました。

表4-3 特定添加物の検定実績

年 度
平成２４年度

区 分

特 定 添 加 物 の 検 定 件 数 １９０

う ち 不 合 格 件 数 ０

イ 特定飼料等製造業者に対する調査

特定飼料等（インド産落花生の油かす及び特定添加物）の製造業者の事業場において、特定飼

料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法、検査のための組織等が農林

水産省令で定める基準等に適合していることを確認するための調査を実施しています。

平成２４年度は、該当する事案はありませんでした。
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(４) 登録検定機関が行う検定に関する技術上の指導

登録検定機関（公定規格の登録検定機関）に対して分析技術の維持・向上を図るための共通試料

を用いた試験を実施するとともに、検定実績のある登録検定機関に対する調査を行い、それら登録

検定機関の技術水準の確認及び必要な技術指導を行っています。

平成２４年度は、登録検定機関の技術水準の確認試験を７機関１３事業所に対して実施し、試験

の結果、技術的指導を５件実施しました。

また、検定実績のある登録検定機関５機関６事業所に対する調査を延べ７回実施しました。

表4-4 登録検定機関に対する確認試験数

年 度
平成２４年度

区 分

登録検定機関確認試験数 １３
（うち指導件数） （５）

登録検定機関調査件数 ７

(５) 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査等

ア 農林水産省で行われる飼料及び飼料添加物の基準・規格の検討に当たり、それらの基準・規

格、検討資料等の妥当性の調査を要請に応じて行っています。

平成２４年度は、農林水産省からの依頼により、農林水産省のホームページに公表されてい

るデオキシニバレノール及びニバレノールのリスクプロファイルシートについて、飼料に係る

国内外の基準値及びその他のリスク管理措置等の調査を行い、当該結果を報告しました。

イ 飼料添加物に関する動物試験等の信頼性を確認するため、「飼料添加物の動物試験の実施に

関する基準」（昭和６３年７月２９日付け６３畜Ａ第３０３９号農林水産省畜産局長・水産庁

長官通知）の適用対象試験に対する飼料添加物ＧＬＰ査察を実施しています。

平成２４年度は、飼料添加物ＧＬＰ査察結果１件（査察試験施設としては３箇所)を報告し

ました。
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(６) 抗菌性ＧＭＰガイドラインに基づく確認検査

「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関す

るガイドライン」（平成１９年４月１０日付け１８消安第１３８４５号農林水産省消費・安全局長

通知）に基づき、抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤を製造する事業場

について、ガイドラインへの適合状況の確認検査を行っています。

平成２４年度は、配合飼料等製造事業場７６ヵ所に対して抗菌性ＧＭＰガイドラインに基づく確

認検査を実施しました。

表4-5 抗菌性ＧＭＰガイドラインに基づく確認検査件数

年 度
平成２４年度

区 分

配 合 飼 料 事 業 場 ６５

飼 料 添 加 物 事 業 場 １１

(７) 大臣等確認検査

ＢＳＥ発生防止等のため、①チキンミール、フェザーミール、豚血粉、魚粉、豚肉骨粉、原料混

合肉骨粉等の製造事業場において、これら以外のたん白質が混入しない製造工程で製造されたこと

についての確認検査、②ゼラチン、コラーゲンの製造事業場において、農林水産省が規定する条件

で製造されたことについての確認検査、③動物性油脂の製造事業場において、牛のせき柱が混入し

ない製造工程で製造されたことについての確認検査、④輸入魚粉等の輸入先の製造事業場において、

他のたん白質が混入しない製造工程で製造されたことについての確認検査及び⑤肉骨粉等を原料と

するペットフードの製造事業場において、農林水産省が規定する条件で製造されたことについての

確認検査を行っています。

平成２４年度は、①～④の農林水産大臣の確認検査１９４件、⑤のＦＡＭＩＣ（センター）の確

認検査１７件を実施しました。

表4-6 大臣等確認検査数

年 度
平成２４年度

区 分

大 臣 確 認 検 査（注１） １９４

セ ン タ ー確 認 検 査（注２） １７

注１ 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂

の農林水産大臣の確認手続について」（平成１７年３月１１日付け農林水産省消費・安全局長通知）

に基づくもの

注２ 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」（平成１３年１１月１日付け農林

水産省生産局長・水産庁長官連名通知）に基づくもの
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(８) モニタリング検査等

ア モニタリング検査

飼料又は飼料添加物中の抗菌性飼料添加物、有害物質、病原微生物の基準・規格適合検査等を実

施しています。

平成２４年度は、２，２８０件のモニタリング検査を実施しました。

表4-7 モニタリング検査件数

年 度
平成２４年度

区 分

飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・規格適合検査 ２１３

飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物質の基準適合検査 １，２６６

飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査 ３０５

飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定 ４９６

計 ２，２８０

イ ＯＥＣＤによるＧＬＰ査察当局に対する現地評価

平成２４年度は、日本の飼料添加物ＧＬＰが現地評価の対象となり、１１月２６～３０日、３カ

国から計３名が評価チームとしてＦＡＭＩＣを訪れ、飼料添加物ＧＬＰに対して評価が行われまし

た。

なお、本評価結果については、平成２５年４月に開催された第２７回ＯＥＣＤ ＧＬＰ作業部会

会合において評価チームにより報告され、飼料添加物ＧＬＰは、ＯＥＣＤ理事会決定及び関連する

ガイダンスに基づき実施している旨の評価を受けました。

(９) 放射性物質の測定対応

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴

い、周辺広域地域において放射性物質による汚染が生じました。このことから、農林水産省の依頼

を受け、地方自治体等他機関とも協力の上、飼料等８３１件中の放射性物質測定を行いました。

表4-8 飼料等の放射性物質測定実績

区 分 測定試料数

牧草 ２３

配合飼料 ９８

稲わら・その他飼料原料 ７１０

計 ８３１
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５ 土壌改良資材関係業務

(１) 土壌改良資材の立入検査

農林水産大臣の指示に基づき、製造事業場等へ立入検査を行い、土壌改良資材の品質表示につい

ての指導及び集取を行っています。

集取品については本部において試験を実施し、品質表示内容の適合性を判定して、その結果につ

いて立入検査結果と併せて被検査者へ文書で講評を行っています。講評の際、必要に応じて改善に

ついて指導を行い、表示の適正化を図っています。

ア 立入検査の内容

土壌改良資材、その原料、業務に関する帳簿書類等により、製造工程の確認、正味量検査、品

質表示に関する検査等を実施しています。

イ 集取品の検査・講評

立入検査をした際に集取した土壌改良資材が品質基準に適合しているか、また、有機物の含有

量等が表示された値どおりであるか否か等について試験を実施しています。

平成２４年度は、３０事業場に立入検査を実施し、２３点を集取し、検査の結果、９点が不合

格でした。

表5 立入検査の実績

年 度
平成２４年度

区 分

立 入 検 査 事 業 場 数 ３０

集 取 点 数 ２３

うち不合格点数 (不合格率％) ９(３９．１)

注 不合格点数は検査の結果、不適合として農林水産省に報告したものの点数である。
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６ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

(１) 食品表示の監視

原産地や品種、加工食品の原材料等が正しく表示されているか等について、各種の成分分析、

ＤＮＡ分析、元素分析、安定同位体比分析等による食品表示の真正性を確認するための科学に基づ

く検査（以下「科学的検査」という。）を、毎事業年度６，０００件以上実施しています。

また、遺伝子組換えの表示対象食品にあっては、検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性

があるものについては、分別生産流通管理（ＩＰハンドリング）が適正に行われているかどうか製

造業者等への調査（以下「ＩＰ調査」という。）を行っています。

さらに、事業者間取引における食品表示の監視については、農林水産省が行う調査と連携して、

検査を実施しています。

平成２４年度は、食品表示の科学的検査を、合計６，１８１件実施しました。（表６－１）

検査の結果、疑義が認められたもの（生鮮食品８４件、加工食品９０件）について、農林水産省

に報告しました。

表6-1 食品表示の科学的検査の件数

農林水産省報告
区 分 検査件数

件数

生鮮食品 1,284 84

加工食品 4,897 90

計 6,181 174

主な検査結果は、以下のとおりです。

ア 食品の産地表示に関する検査

産地ごとの食品の流通状況等を勘案し、検査を行うＦＡＭＩＣの各地域センター、実施時期等

を調整して１，６８９件実施しました。（表６－２）

検査の結果、疑義が認められたもの等（生鮮食品８３件、加工食品３５件）について農林水産

省に報告しました。

イ 遺伝子組換えに係る表示が行われている食品の検査

製造業者等の事業規模、地域バランス等を勘案して３９３件実施しました。（表６－３）

検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるものは７２件（生鮮食品１５件、加工食

品５７件）あり、ＩＰ調査を行いました。ＩＰ調査の結果、不適切な管理が認められた案件はあ

りませんでした。

ウ 事業者間取引における検査

農政局地域センター等との連携調査において生鮮食品１６０件を入手し、検査を実施しました。

また、疑義が認められたため行った立入検査等において４６件（生鮮食品２４件、加工食品２２

件）を入手し、検査を実施しました。
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エ 食品表示１１０番への対応

食品表示１１０番等を通じて寄せられた疑義情報７４件について、農林水産省関係部局等に報

告しました。

表6-2 食品の原産地表示（原料原産地表示含む）に関する検査件数（表6-1の内数）

品 目 検査件数

生鮮食品 黒大豆 50

ネギ 100

タマネギ 121

カボチャ 102

さといも 103

マグロ 102

アサリ 102

シジミ 123

加工食品 乾しいたけ 103

梅漬物 20

野菜冷凍食品（さといも） 12

アジ・サバ加工品 203

うなぎ加工品 202

マダコ 50

塩蔵わかめ 109

コンブ 45

うどん 102

いりさや落花生 40

計 1,689

表6-3 遺伝子組換え食品の検査結果（表6-1の内数）

区 分 確認検査件数 検 出 件 数

生鮮食品 81 15

加工食品 312 57

計 393 72
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(２) 登録認定機関、認定事業者等に対する調査等

ＪＡＳ規格制度は、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費

の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格（ＪＡＳ規格）に適合している製品に

ＪＡＳマークを表示することを認める制度です。

ＪＡＳ規格の定められた農林物資が、その該当するＪＡＳ規格に適合していると判定することを

「格付」といい、農林物資の製造、加工、輸入又は販売を業とする者、農林物資の生産行程、流通

行程を管理又は把握する者（以下「事業者」という。）が格付を行ってＪＡＳマークを表示する仕

組みは以下のとおりです。

① 農林物資にＪＡＳマークを表示しようとする事業者は、工場又は事業所及び農林物資の種類

ごとに登録認定機関に認定を申請します。

② 申請を受けた登録認定機関は、申請者の管理体制等が認定の技術的基準に適合するかどうか

について調査し、認定を行います。

③ 認定を受けた事業者は、その認定に係る農林物資についてＪＡＳ規格に適合するかどうかの

検査を行い、適合する場合にはＪＡＳマークを表示することができます。

ア 登録申請等に係る調査

農林水産省の指示により登録認定機関として、新規の登録又は登録の更新を申請する機関並び

に登録内容の変更の届出を行う機関に対し、技術上の調査を実施しています。技術上の調査は、

ＪＡＳ法に規定されている登録の基準に合致しているかについて、国際基準（ＩＳＯ／ＩＥＣ

１７０１１（適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項））に準拠した手続きによ

り書類審査及び実地の調査を行うもので、その結果を農林水産大臣に報告しています。

また、外国にある事業所で外国の事業者を認定する機関（登録外国認定機関）に対しても、同

様に調査を実施しています。（以下、登録認定機関及び登録外国認定機関を「登録認定機関等」と

いう。）

平成２４年度は、新規の登録申請１件、更新申請５件、登録内容の変更の届出３８０件に対応

し、計３８６件（うち登録外国認定機関６９件）の技術上の調査を実施しました。

表6-4 技術上の調査件数

区 分 新規申請 更新申請 変更届出 計

登録認定機関 1 4 312 317

登録外国認定機関 0 1 68 69

計 1 5 380 386
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イ 定期的調査・是正要求

登録認定機関等の認定業務が適正に行われているかを確認するため、以下により毎年１回の定期

的調査を行っています。また、調査の結果、認められた問題点については、現地で指摘を行うとと

もに、不適合が認められた機関に対しては文書により是正を求め、是正処置内容を確認しています。

○事業所調査 ：登録認定機関等の事業所での書類調査及び聞き取り調査

○認定業務の立会調査：登録認定機関等が行う事業者の認定調査や認定後に行う確認調査の現場

に立会って行う調査

○ＪＡＳ格付品検査 ：市販のＪＡＳマーク表示製品を科学的な方法で分析・測定し、品質、性

能等がＪＡＳ規格に適合しているかを確認するための検査

平成２４年度は、登録認定機関等の定期的調査を、立会調査及び格付品検査の結果も踏まえ、

１２６機関（１４５事業所）に対して実施し、調査の結果、認められた問題点については、現地で

指摘を行うとともに、不適合が認められた６４機関に対しては文書による是正要求を行いました。

（表６－５）

表6-5 登録認定機関等の定期的調査件数

区 分
調査実施機関数

立会調査件数 JAS格付品検査件数
【事業所調査数】

飲食料品 14【 21】 92 186

林産物 12【 19】 45 113

畳表及び生糸 3【 3】 6 5

地鶏肉、有機農産物等 82【 87】 245 417

生産情報公表牛肉等 15【 15】 10 3

計 126【145】 398 724

注１ 【 】内は、調査を実施した事業所数である。

ウ ＮＯＰ基準に基づく認証機関に係る調査

農林水産省と米国農務省との間で、「米国農務省全米有機プログラム」（ＮＯＰ）による有機食品

の検査認証制度を我が国で運用することが合意されています。

ＦＡＭＩＣでは、ＮＯＰ認証機関になろうとする機関がＮＯＰ基準に適合しているかの審査や、

ＮＯＰ認証機関の定期的な監査、指導監督を行っています。

平成２４年度は、変更の届出のあった１３件について調査結果を農林水産省及び申請者へ報告し

ました。また、ＮＯＰ認証機関の定期的監査として２機関（２事業所）に対し、立会調査２件及び

事業所調査２件を行いました。
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(３) 農林物資等の立入検査等

(１)の食品表示の科学的検査及び(２)のイの定期的調査・是正要求における調査の結果並びに食

品表示１１０番等に寄せられた食品表示等の疑義情報に基づく事実関係の確認を行った結果、表示

の偽装又は不正なＪＡＳマーク表示の疑いが生じた場合には、農林水産大臣の指示に基づき、製造

業者、販売業者、輸入業者等の事業者、登録認定機関及び認定事業者に対し立入検査、又は農林水

産省の要請に基づく任意調査（以下「立入検査等」という。）を実施しています。

また、地方農政局等の協力要請を受けて当該機関が行う立入検査等への同行（協力調査）、農林

水産省が改善指示又は指導を行った事業者等に対する改善状況の確認調査（確認調査）も実施して

います。

平成２４年度は、立入検査を３０件、任意調査を１１件、協力調査を１８件及び確認調査を３件

実施しました。（表６－６）

このほか、事業者間取引における食品表示の監視について、農政局地域センター等と連携して任

意調査を１０３件（１０７事業所）実施しました。

表6-6 立入検査等実施件数

立入検査等合計 食品表示関係 ＪＡＳマーク関係
区 分

件数 事業所数 件数 事業所数 件数 事業所数

立入検査 30 36 25 27 5 9

任意調査 11 15 10 14 1 1

協力調査 18 33 18 33 0 0

確認調査 3 4 3 4 0 0

計 62 88 56 78 6 10
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(４) ＪＡＳ規格の見直し等

農林水産大臣は、ＪＡＳ規格を制定しようとする場合及び既存のＪＡＳ規格の内容が適正である

かどうかを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しようとする場合はあら

かじめ農林物資規格調査会の議決を経る必要があります。

ＪＡＳ規格の制定並びに確認、改正及び廃止については、その手続きの透明性を確保するために、

農林水産大臣は、毎年度「日本農林規格の制定等に関する計画」を作成し、これに基づき、規格調

査を調査実施法人に指示するとともに、ＪＡＳ規格の原案の作成を原案作成機関に指示します。

ＦＡＭＩＣは、「日本農林規格の制定等に関する計画」に従って、農林水産大臣から指示を受け、

規格調査を実施しその報告書を農林水産大臣に提出するとともに、原案作成委員会の事務局として、

原案作成委員会を設置し、作成した原案を農林水産大臣に提出しました。

ア ＪＡＳ規格の見直し等に係る規格調査

規格調査の内容は次のとおりです。

○ 対象品目の製造者、消費者、実需者、流通業者等ＪＡＳ規格を利用する者に対するアンケ

ート調査及びヒアリング調査（生産・利用実態調査）

○ 対象品目の製品の品質及び表示に関する調査（品質実態調査）

○ 対象品目と国際規格との整合性の調査（国際規格整合性調査）

平成２４年度は、農林水産大臣の指示を受け「日本農林規格の制定等に関する計画」に基づき、

調査実施法人として、指示を受けた２８品目（８２規格）について調査を実施し、年度内に報告

が求められた２５品目（７５規格）の規格調査の結果を農林水産大臣に報告しました。（表６－

７）

表6-7 ＪＡＳ規格の見直し等に係る規格調査の対象品目数等

ＪＡＳ規格 品目数（規格数）
区 分

飲食料品 生糸 林産物

生産・利用実態調査 28品目(82規格) 22(68) 1(1) 5(13)

品質実態調査 22品目(75規格) 18(63) － 4(12)
【市販品検査件数】 【1,156件】 【1,083】 【73】

国際規格整合性調査 28品目(82規格) 22(68) 1(1) 5(13)
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イ ＪＡＳ規格等検査・分析手法の妥当性確認

ＪＡＳ規格の見直しに当たっては、アの規格調査のほか、見直し対象規格の規格基準事項に係

る測定方法の改良及び分析値の信頼性を確保するため、分析手法の妥当性確認に係る調査分析を

実施しています。この調査分析は、Ｃｏｄｅｘ、ＡＯＡＣ、ＩＳＯ等国際的に認知されている分

析手法についての文献調査及び関係検査機関等で利用されている新たな分析手法についてのヒア

リング調査を行うとともに、妥当性確認試験及び従来の分析手法と新たな分析手法の同等性確認

試験を行っています。

また、学識経験者、規格品目に係る検査・分析の専門家等で構成する検討委員会を開催し、分

析手法の妥当性確認試験の設計及び試験結果について検討・評価を行っています。

平成２４年度は、調査分析及び検討委員会を表６－８のとおり実施しました。

表6-8 調査分析及び検討委員会実施状況

区分 品目数・分析項目数・実施回数

分析手法の調査 文献調査 16品目 56項目

ヒアリング調査 10品目 29回

測定方法の確認 妥当性確認試験 5品目 7項目
試験

分析手法の同等性確認試験 1品目 1項目

検討委員会 分析手法妥当性検討委員会 3回

ウ ＪＡＳ規格見直し等に係る原案作成

農林水産大臣から指示を受け、ＦＡＭＩＣを事務局として組織する原案作成機関において２９

品目（９３規格）について原案を検討しました。このうち年度内に報告を求められていた１５品

目（５８規格）について、原案を取りまとめ農林水産大臣に報告しました。
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７ リスク管理に資するための有害物質の分析業務

食品の安全を脅かす問題や事故を防ぐためには、問題が起きる可能性や問題の程度（リスク）を小

さくすることが重要であり、そのためには、あらかじめどこにどのようなリスクがあるかを知ること

が不可欠です。このため、農林水産省では農林水産物や食品などが有害化学物質によってどれだけ汚

染されているかを調査（サーベイランス・モニタリング）しています。

サーベイランス・モニタリングを行うことで、汚染物質の濃度や範囲が明らかになるとともに、食

品消費データと組み合わせて人が実際にどれだけ食品から有害化学物質を摂取しているのかを推定す

ることも可能となります。

ＦＡＭＩＣでは、国が行う食品等のリスク管理に必要不可欠な農産物や飼料中のかび毒などの微量

有害物質のモニタリングのための分析検査を行い、その結果を農林水産省に報告しています。

平成２４年度は、農産物１，１００点、飼料１，４０４点、合計２，５０４点について実態調査を

実施し、その結果を農林水産省に報告しました。

表7 リスク管理に資するための有害物質の実態調査点数

分析対象 分 析 項 目 点数

農 産 物 かび毒（デオキシニバレノール（ＤＯＮ）及びニバレノール（ＮＩＶ）、

3-アセチルＤＯＮ及び15-アセチルＤＯＮ、4-アセチルＮＩＶ、Ｔ－２トキ 1,100
シン及びＨＴ－２トキシン並びにゼアラレノン）

飼 料 かび毒（フモニシン、ゼアラレノン及びＤＯＮ） 872

有害金属（カドミウム、総水銀及び鉛） 507

ダイオキシン類 25

計 1,404

合 計 2,504

その他、農林水産省による指示「平成２３年度農産物のかび毒（Ｔ－２トキシンＨＴ－２トキシン）

含有実態調査の実施について」（平成２４年３月２２日農林水産省消費・安全局事務連絡）に基づき、

実施が平成２４年度となったＴ－２及びＨＴ－２トキシン２２０点も併せて報告しました。また、農

林水産省による指示「平成２４年度食用外麦のかび毒含有実態調査の実施について」（平成２５年２

月１８日付け２４消安第５５７２号農林水産省消費・安全局通知）に基づき、かび毒２５０点につい

て分析しました。
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８ 国際関係業務

国際標準化機構（ＩＳＯ）の国内審議団体として活動するとともに、農林水産省と連携し、食品等

に関する国際規格、農薬登録制度に関する国際調和や農薬の国際残留基準設定のための技術的な支援

等を行っています。

また、開発途上国からの技術協力要請に対し、技術専門家として職員の派遣、研修生の受入、情報

提供などに対応しています。

(１) ＩＳＯの国内審議団体としての活動

国際標準化機構／食品専門委員会（ＩＳＯ／ＴＣ３４）、木質パネル専門委員会／合板分科委員

会（ＴＣ８９／ＳＣ３）及び木材専門委員会（ＴＣ２１８）では、食品、飼料及び林産物等の分析

法や安全性・品質管理等に関する規格の検討が行われており、これらの検討に積極的に関わるため、

我が国も投票権のあるメンバーとして規格作成に関わっています。

ＦＡＭＩＣは国内審議団体として各専門委員会、分科委員会等において検討されている案件につ

いて情報の収集、国内の意見の集約を行なうとともに、専門家会合への職員派遣等の活動を行って

います。

平成２４年度は、ＩＳＯ／ＴＣ３４、動物用飼料分科委員会（ＳＣ１０）、官能分析分科委員会

（ＳＣ１２）、分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員会（ＳＣ１６）、食品安全のためのマ

ネジメントシステム分科委員会（ＳＣ１７）、ＴＣ８９／ＳＣ３及びＴＣ２１８の国内審議団体と

して、情報収集・整理及び国内関係者への情報提供等を行い、外部有識者等からなる委員会を５回

開催して国内意見を集約するとともに、国際会議に７回参加し、ＩＳＯ提案規格への国内意見の反

映に努めました。

表8-1 国際会議への役職員派遣回数及び国内委員会開催回数

TC34 TC34 TC165
審議団体 TC34 TC218 計

/SC16 /SC17 (注2)

国際会議（派遣職員数）(注1) 0 0 5(7) 1(1) 1(2) 7回（10名）

国内委員会 2 1 1 1 0 5回

注１ この他に職員以外に専門家を派遣している場合もある。
注２ ＩＳＯでは、他の専門委員会の標準化領域とオーバーラップしている部分がある規格案について、整合的

かつ重複せずに円滑に作業を進めるために、「リエゾン（ｌｉａｉｓｏｎ、連携役）」と呼ばれる委員を相互
の委員会に派遣し、連携を図っている。ＩＳＯ／ＴＣ１６５（木質構造専門委員会）はＦＡＭＩＣで国内審
議団体とはなっていないが、ＴＣ８９／ＳＣ３及びＴＣ２１８とリエゾン関係にあるため、国際会議へ職員
を派遣した。
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(２) 農薬の登録制度の国際調和、国際残留基準の設定への対応

農薬の登録制度等に関する国際調和のために、ＯＥＣＤ等の国際会議に参加するとともに、

ＦＡＯ／ＷＨＯ合同国際食品規格委員会（Ｃｏｄｅｘ委員会）に出席する農林水産省の職員に対し

て技術的知見に基づき支援を行いました。

なお、平成２４年度は、国際会議等に３回参加しました。

表8-2 農薬登録制度等に係る国際会議等への参加実績

出席会議等 開催国 出張期間 出張者

第２６回ＯＥＣＤ ＧＬＰ作業部会 フランス H24. 5.29～ 6. 1 １名

ＯＥＣＤ ＧＬＰ現地評価 ハンガリー H24. 6. 2～ 6. 8 １名

国際農薬分析法協議会（ＣＩＰＡＣ）関連会合（第 アイルランド H24. 6. 9～ 6.15 １名

５６回ＣＩＰＡＣ年次会合等）

(３) 農林物資の品質等に関する国際食品規格（Ｃｏｄｅｘ）への対応

世界貿易機関・貿易の技術的障害に関する協定（ＷＴＯ・ＴＢＴ協定）により、ＷＴＯ加盟国

は食品の国内規格を策定する際は基本的にコーデックス規格への準拠が義務付けられており、コー

デックス規格が策定されると、我が国の食品規格・制度に与える影響が大きいものとなります。こ

のため、コーデックスの議論に積極的に参加し、国際規格に我が国の農林水産業・食品産業の実態

等を反映させることが重要です。

ＦＡＭＩＣでは技術的知見に基づき、政府出席者に対し支援を行っています。また、農林水産省

及び厚生労働省が主催する「コーデックス連絡協議会」及び一般財団法人食品産業センターが主催

する「コーデックス対策委員会」に参加し、コーデックス委員会総会及び各部会等における食品規

格の検討状況についての情報収集も行っています。

平成２４年度は、コーデックス関連の国内会議に９回出席しました。

(４) 国際協力

農林水産省、独立行政法人国際協力機構等の関係機関からの要請を受け、開発途上国等からの技

術支援要請に対応するための専門家として役職員の海外派遣を行うとともに、海外からの研修員の

受入れ等を行っています。

平成２４年度は、専門家として職員を１回派遣するとともに、海外からの研修員の受入研修を４
回実施しました。

表8-3 国際協力業務に関する実績

区 分 実 績

専門家の派遣 （派遣回数） 1回（1名）

外国人受入研修 （実施回数） 4回（29名／延べ17カ国）

(５) ＯＩＥコラボレーティング・センターとしての飼料安全に関する情報収集・発信

ＦＡＭＩＣはＯＩＥの「飼料の安全と分析分野」におけるコラボレーティング・センターに指定

されており、平成２４年度は飼料の安全・分析等の情報収集や情報発信（ホームページへの掲載９

回）の活動を行いました。
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９ カルタヘナ担保法関係業務

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第３２条第２項の農林

水産大臣の指示があったときは、同条第１項の規定に基づき、立入り、質問、検査及び収去を的確に

実施し、その結果を速やかに農林水産大臣に報告することとなっています。

また、農林水産大臣から同法第３１条第１項の規定に基づき収去した遺伝子組換え生物等の検査の

依頼があった場合は、適切に実施することとなっています。

平成２４年度においては、農林水産大臣からの同法第３２条第２項の規定に基づく指示及び第３１

条第１項の規定に基づく検査の依頼はありませんでした。

１０ 依頼検査

都道府県や事業者等からの依頼を受けて、肥料、飼料等、土壌改良資材、農林物資（食品、林産

物）の品質の検査を有料で行っています。

平成２４年度は、飼料及び飼料添加物について検査依頼があり、提出された試料１１点（２０成

分点数）の検査を実施しました。
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１１ 食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組

各分野の検査等業務に関する知見やノウハウの結集、検査等職員や分析機器の機動的かつ重点的

な投入など、統合メリットを最大限活用し、食の安全と消費者の信頼の確保に資するための取組を

実施しています。

(１) プロジェクトチームの設置

食の安全と消費者の食に対する信頼を確保する観点から、専門技術的知見を有する職員で構成す

るプロジェクトチームを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的に実施しています。

平成２４年度は、プロジェクトチームを以下のとおり設置しました。

表11 プロジェクトチーム設置実績

プロジェクト
取組の内容

チーム名

Ｉ Ｓ Ｏ ／ Ｉ Ｅ Ｃ 農林水産省と協議を行い、試験対象を小麦、試験項目をデオキシニバレ
１７０２５認定取 ノール、ニバレノール、３－アセチルデオキシニバレノール、１５－アセ
得のための検討 チルデオキシニバレノール及び４－アセチルニバレノール、試験法を飼料

分析基準の「トリコテセン系かび毒のガスクロマトグラフによる同時分析
法」の改変法とした。また、平成２５年２月までに試験業務品質マニュア
ル及びそれに基づく各種手順書等の制定、要員の教育訓練、試験運用、模
擬試験、内部監査、マネジメントレビュー及び不確かさの算出を行った。

さらに、認定機関として一般競争入札により選定した（公財）日本適合
性認定協会にＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５試験所認定の申請を行った。

(２) 緊急時の対応

食品等について、品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、こ

れを放置しては消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、消費者の利益を保護する

ため、必要な調査、分析又は検査を実施するよう農林水産大臣から緊急の要請があったときは、

ＦＡＭＩＣの総力を挙げて検査を迅速かつ効果的に実施し、被害のまん延防止及び原因の特定に努

めることとしています。

平成２４年度は、緊急の対応について農林水産大臣の要請はありませんでした。

その他、緊急に対応すべき農林水産省からの要請について次の対応を行ないました。

干ばつによる２０１２年米国産とうもろこし中のアフラトキシン汚染の懸念が高いとの情報があ

り、安全な飼料の供給のために飼料関連事業者が品質管理に取り組むことが想定されたため、市販

のアフラトキシン簡易検査キットについて検査結果の信頼性の確認を行い、その結果を農林水産省

に報告しました。

大豆油さい及びなたね油さいについて、平成２５年１月開催の農業資材審議会飼料分科会飼料栄

養部会において、その粗脂肪定量法の飼料分析基準制定を条件に「飼料の公定規格」（昭和５１年

７月２４日付け農林省告示第７５６号）の別表への収載が認められたため、平成２５年２月開催の

飼料分析基準検討会でその定量法を審議できるように開発を進め、酸分解ジエチルエーテル抽出法

が適用可能であることについて基本的に了承されました。
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１２ 情報提供業務

食品及び農薬・肥料・飼料等の農業生産資材の品質や安全性、表示等に関する情報、科学的知見、

各種制度や検査結果など、生産者、事業者、消費者の関心の高い情報を、分かりやすく一元的に提

供しています。

(１) ホームページ、メールマガジン、広報誌

ホームページでは、食の安全と消費者の信頼確保に資する観点から、ＦＡＭＩＣが行う業務内容

・公表事項、食品や農業生産資材に関する情報などを、科学的な視点で分かりやすく解説し、タイ

ムリーに提供しています。

メールマガジンでは、行政機関等の記者発表資料、行事や研修会等の開催案内、その時々の食の

安全に関わる話題などの情報を掲載し、月３回以上配信しています。

また、広報誌として「新・大きな目小さな目」を発行しています。

平成２４年度は、各種媒体を用いた情報提供を表１２－１のとおり実施しました。

表12-1 各種媒体による情報提供の実績

媒 体 主な掲載情報 実 績

ホームページ ・肥料、飼料等の申請等の案内
・肥料、土壌改良資材、飼料等の検査結果等 更新回数 245回
・農薬登録情報 アクセス回数
・食品表示、ＪＡＳ規格に関する情報 632,020回
・検査・分析技術の情報

メールマガジン ・行政機関等の記者発表資料 配信回数 49回
・行事や研修会等の開催案内 延べ配信数
・その時々の話題 296,196通

広報誌 ・生産資材や食品に関する科学的な知識やＦＡＭＩＣの 発行回数 4回
関係業務の情報 発行部数 23,600部

・表示のＱ＆Ａ (毎回 5,900部)
・行政情報

(２) 相談業務

事業者から寄せられる、農業生産資材や食品の表示や品質管理等に関する相談に対応するととも

に、行政サービスの一環として消費者からの相談等に対応しています。

平成２４年度は、１４，２３６件に対応しました。

表12-2 相談件数

区 分 相 談 件 数

肥 料 ４，３５４件

農 薬 １４１件

飼 料 及 び 飼 料 添 加 物 ８９５件

愛 玩 動 物 用 飼 料 ７７件

土 壌 改 良 資 材 １３０件

食 品 ８，６３９件

計 １４，２３６件
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(３) 講習会・研修会

地方公共団体、事業者等を対象に、食品や生産資材の安全性・品質・表示等に関するテーマで、

ＦＡＭＩＣが有する専門的知識を活用した講習会を開催するほか、地方公共団体や事業者団体等が

主催する各種講習会への講師派遣を行っています。

平成２４年度は、講習会・研修会を計３１回開催しました。（表１２－３）

また、地方公共団体や事業者等が主催する講習会へ主催者の要請・依頼を受けて講師として役職

員を１０４回派遣しました。

表12-3 ＦＡＭＩＣが主催する講習会開催実績

講習会等の名称 対象者 内 容 実施回数 参加人数

技術講習会 事業者等 農林物資の品質管理及び検査 7回 271名
分析技術並びに品質に関する
表示に関する講習

肥料立入検査関係講習 地方公共団体職員 肥料の関係法令及び立入検査 1回 22名
に関する

肥料分析実務者研修 地方公共団体職員 行政職員として肥料の分析技 1回 5名
術を取得するための講習

飼料製造管理者資格 飼料等製造業者 飼料及び飼料添加物の製造管 1回 90名
取得講習会 理、関係法令等に関する講習

飼料有害物質混入防止 飼料等製造業者 飼料及び飼料添加物の製造管 6回 556名
研修会 理、関係法令等に関する研修

飼料抗菌剤ＧＭＰ 飼料等製造業者 飼料及び飼料添加物の製造管 6回 242名
研修会 理、関係法令等に関する研修

地方公共団体職員等 地方公共団体職員等 農林水産省における消費者行 7回 145名
研修 政、食品等の一般知識、食品

等の検査分析技術等に関する
研修

飼料等安全性検査技 地方公共団体職員 行政職員として飼料の分析技 2回 12名
術取得研修 術等を取得するための講習

計 31回 1,343名
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１３ 調査研究業務

レギュラトリーサイエンスを推進していく中で、肥料・飼料、農薬等の安全性や食品表示の真正

性についての検査をはじめ、各種検査・分析業務を効率的かつ効果的に行っていくためには、新し

い検査・分析技術の導入、開発・改良、実用化の促進が不可欠です。このため、各分野の技術や知

見を結集するとともに、研究機関や大学等と連携して、新たな技術の実用化や開発・改良のための

調査研究に取り組んでいます。

平成２４年度は、肥料について６課題、農薬について３課題、飼料等について１３課題、食品等

について１７課題、合計３９課題の調査研究を実施しました（表１３）。

表13 調査研究課題名及び研究結果概要

課題名 概 要

肥 性能規準及び妥当性の確認 ・カルシウム試験法(フレーム原子吸光法)（平成24年度終了）

料 試験（２課題） ・マンガン試験法(フレーム原子吸光法)（平成24年度終了）

肥料の分析法の開発及び改 ・肥料中のメラミン及びその関連物質の分析法（平成24年度終了）

良（２課題） ・シリカゲル肥料を含む肥料中の可溶性けい酸の分析法の改良（平成24年度終了）

肥料の有効性及び安全性の ・汚泥肥料の連用によるカドミウムの土壌への蓄積及びニンジン、ホウレンソウを

確保（２課題） 用いた作物への吸収（平成25年度継続）

・肥料認証標準物質Ｃの開発（平成24年度終了）

農 農薬の河川一次生産者（水 高等水生植物への農薬の影響を評価する試験方法について検討し、サンショウモ

薬 生植物）に対する環境影響 幼体を用いた生長阻害試験法を確立した。除草剤プレチラクロール、オキサジアゾ

評価手法の高度化の検討 ン及びシメトリンを用い感受性を検証した。検証した範囲ではサンショウモ幼体の

除草剤感受性は、栄養繁殖体と同等であった。本手法は、平成23年度に確立したサ

ンショウモ栄養繁殖体を試験生物とした試験法と比較し、試験生物の準備に要する

手間、試験に伴う廃液等を削減可能であった。サンショウモ幼体を農薬の高等水生

植物に対する影響を評価するための試験生物種として用いることが可能となった。

（平成25年度継続。日本雑草学会第51回大会において発表。SETAC Asia/Pacific 20

12で発表。）

土壌に残留した農薬の後作 容器内土壌残留性試験を実施し、水及びアセトンによって土壌から抽出される農

物残留予測技術の開発に関 薬量（それぞれ水抽出量および全抽出量）の経時的な消長を調査した。水抽出量か

する基礎的検討〔共同研究〕ら算出される半減期と全抽出量から算出される半減期を比較すると、水抽出量の半

減期の方が短くなる傾向が見られた。全抽出量に対する水抽出量の割合は経時的に

減少し、農薬の吸着性が高い土壌ほど大きく減少する傾向が見られた（黒ボク土＞

灰色低地土＞黄色土＞砂丘未熟土）。全抽出量の半減期が長い農薬については、土壌

吸着係数によって水抽出量の経時的な消長の予測が可能であることが確認された。

（平成24年度終了。SETAC Asia/Pacific 2012及び日本農薬学会第38回大会で農業環

境技術研究所の共同研究者が発表、6th SETAC World Congress/SETAC Europe 22nd

Annual Meetingで発表）

農耕地における土壌環境中 土壌中の農薬の予測濃度を算出する予測モデルの開発を進め、予測モデルを構築

予測濃度算定のための土壌 した。除草剤ジノテフラン、ジメトエート、チアクロプリド、メタラキシル及びホ

中の農薬動態解析手法の開 スチアゼートを用いた土壌残留試験を実施し、測定結果を基にモデルの改良及び妥

発〔共同研究〕 当性検証を行った。既存の土壌残留試験の測定値を利用し、本予測モデルで土壌中

の農薬濃度を算出したところ、限定的な範囲であるが、土壌中の農薬の消長を予測

可能であることが確認された。（平成24年度終了）
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飼 飼料分析基準に関する試験 ・飼料用イネ中のアゾキシストロビン等の同時定量法の開発（7成分）（平成24年度

料 法の開発及び改良（８課題） 終了）

等 ・飼料中のアルジカルブ等の同時定量法の開発（3成分）（平成24年度終了）

・飼料用イネ中のオリサストロビン等の同時定量法の開発（14成分）（平成24年度終

了）

・飼料原料中のグルホシネート等の同時定量法の開発(3成分)（平成24年度終了）

・稲わら及び籾米中のシハロホップブチル等の同時定量法の開発（2成分）（平成24

年度終了）

・飼料中のモリネートの定量法の開発（1成分）（平成24年度終了）

・ライグラス中のロリトレムBの定量法の改良（1成分）（平成25年度継続）

・飼料中のサルモネラ主要血清型の迅速同定法の開発（7血清型）〔共同研究〕（平成

25年度継続）

愛玩動物用飼料等の検査法 ・愛玩動物用飼料中のメラミンの定量法の開発（1成分）（平成24年度終了）

の開発及び改良（３課題） ・愛玩動物用飼料中のゼアラレノンの定量法の開発（1成分）（平成24年度終了）

・愛玩動物用飼料中のフモニシンB1等の同時定量法の開発（3成分）（平成24年度終

了）

抗菌性飼料添加物の薬剤耐 我が国の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制（JVARM）に基づき、

性菌発現モニタリング調査 農林水産省動物医薬品検査所及び都道府県と連携して行う畜産農家等における抗菌

・解析〔共同研究〕 性飼料添加物の耐性菌発現モニタリング調査として、家畜・鶏の糞便から分離され

た腸球菌について微量液体希釈法により薬剤感受性試験を行った。（平成25年度継続。

家畜衛生週報（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課、動物衛生課発行）に掲

載。）

飼料等の安全確保 放射性セシウム簡易測定法としてNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを用

いて、平成24年2月3日及び4月1日に施行された飼料中の新暫定許容値に対応するス

クリーニングレベルの精度確認を行った。（平成24年度終了）

食 元素分析によるマツタケの 平成22年度までに確立したマツタケの元素分析法を基に、判別モデルを構築し、

品 原産国判別法の開発 検証した結果、国産93%、中国産92%を正しく判別し、これらの結果を基にマニュア

等 ル案を作成した。（平成24年度終了）

DNA分析によるマツタケの 平成23年度の調査研究を基にマニュアル案を作成し、事前運用試験を4試験室で実

原産国判別法のマニュアル 施した。この結果を基にマニュアル案を修正し、さらに再試験を実施した結果、全

化 ての試験室で正しく原産地判別の指標となるバンドパターンが判別された。（平成24

年度終了）

原産国判別マニュアルの見 カボチャ、タマネギ、乾しいたけ、ネギの原産国判別マニュアルについてより良

直し 好な判別モデルの作成が可能かどうか検討するため以下のとおり、見直しを行った。

カボチャの原産国判別マニュアルについては判別モデルを再構築、マニュアル案

を作成し、事前運用試験を3試験室で実施した。

タマネギの原産国判別マニュアルについては判別モデルを再構築し、マニュアル

を制定した（測定元素数が増加していないため事前運用試験は必要なし）。

乾しいたけ及びネギの原産国判別マニュアルについては判別モデルを再構築した。

以上の結果、より良好な判別モデルの作成が可能であることが示唆された。（平成

24年度終了）
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食 ストロンチウム安定同位体 一つの作物から得られたストロンチウム安定同位体比の情報が同一地域で栽培さ

品 比による野菜類の産地判別 れた他の作物に適用できるかを検証した結果、同一地域で栽培された野菜のストロ

等 法の開発 ンチウム安定同位体比は同等の値を示すと考えられたため、測定した野菜類のスト

ロンチウム安定同位体比に平成23年度までに検討したゴボウ及びショウガの判別基

準を用いたところ、野菜類の中でサトイモについては、日本産89%、中国産88%、サ

ヤエンドウについては日本産100%、中国産56%、ニンニクについては日本産100%、中

国産100%の確率で産地を判別できた。（平成24年度終了）

DNA分析によるシジミの原 日本、ロシア、中国等に生息するシジミについてPCR-RFLP法を用いた原産地判別法

産地判別法の開発〔共同研 のマニュアル案を作成し、事前運用試験を4試験室で実施した結果、全ての試験室で

究〕 原産地が正しく判別され、マニュアル案について問題がないことが確認された。（平

成24年度終了）

脂肪酸分析による養殖魚判 平成23年度に作成したアユの天然・養殖判定マニュアル案を基に事前運用試験を1

別法の検討 試験室で実施した結果、天然及び養殖を正しく判別でき、問題がないことが確認で

きた。（平成24年度終了）

核DNA分析によるマグロの クロマグロとビンナガを判別する分析法を確立するため、マグロ属3種（太平洋産

種判別法の開発〔共同研究〕クロマグロ、大西洋産クロマグロ及びビンナガ）について核DNAの塩基配列を解析し

た結果、PCR-RFLP法によりクロマグロとビンナガを判別できることが示唆され、マ

ニュアル制定に向けてさらに検討を行うこととした。（平成25年度継続）

輸入小麦を使用した小麦 うどん類について、外国産小麦のうち主に使用されるオーストラリア産小麦が混

加工品の検査分析法の開発 入しているかを判別するため、自動電気泳動装置、アクリルアミドゲルの使用によ

る安定性の確認、内部標準法の検討を行ったが、安定した結果が得られなかった。

このため、平成23年度に検討した判別法を用い、オーストラリア産小麦を10%混合し

た模擬試料についてキャピラリー電気泳動を行い、得られたピーク強度の平均値か

ら判別のための基準値を設定した。（平成24年度終了）

米加工品（菓子類）の原料 原料米の表示がもち米100%の餅菓子を対象にして、うるち米が混入しているかを

米の種類の判別法の開発 判別するため、うるち米を検出するプライマーセットによるDNA分析方法の検討を行

った結果、定量分析としては再現性に乏しく、意図せざる混入についても検出する

可能性があるため食品表示の科学的検査業務に適用しにくいことがわかった。（平成

24年度終了）

ストロンチウム安定同位体 ストロンチウム安定同位体比を利用して、水煮の加工工程の影響を軽減する方法

比によるたけのこ水煮の産 を含めたたけのこ水煮の産地判別法の開発を検討した。1mol/L酢酸アンモニウム溶

地判別法の開発 液で前処理を行うことで加工の影響を軽減することができた。国産タケノコと前処

理を行った中国産水煮のストロンチウム安定同位体比を比較した結果、国産を100%

正しく判別し、中国産の71%を正しく判別できた。（平成24年度終了）

元素分析及び安定同位体比 アカシアはちみつの元素分析及び安定同位体比分析を行い、元素のみを変数とし

分析によるはちみつの原産 た判別モデル（判別モデル①）と、元素及び安定同位体比を変数とした判別モデル

国判別の検討〔共同研究〕 （判別モデル②）を作成した。判別モデル①は、国産98%、中国産100%を正しく判別

した。判別モデル②は、国産95%、中国産100%を正しく判別した。分析にかかる時間

を考慮し、判別モデル①で判別することが適当と判断され、判別モデル①を基にし

たマニュアル案を作成することとした。（平成25年度継続）

DNA分析による海苔の原産 平成23年度に行った調査研究を基にマニュアル案を作成し、事前運用試験を4試験

国判別法のマニュアル化 室で実施した。その結果、全ての試験室で正しく原産地判別の指標となるバンドパ

〔共同研究〕 ターンの判別ができた。（平成24年度終了）

安定同位体比分析によるウ 平成23年度に行った調査研究を基にマニュアル案を作成し、事前運用試験を1試験

ナギ加工品の産地判別法の 室で実施した結果、マニュアル案は問題がないことが確認された。また、日本食品

検討〔共同研究〕 科学工学会第59回大会において口頭発表をおこなった。（平成24年度終了）
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食 DNA分析によるコンブ属の 平成23年度に作成した素干しこんぶを対象とした、国産コンブ（マコンブ、リシ

品 種判別法の検討〔共同研究〕リコンブ、オニコンブ、ホソメコンブ）と中国・韓国産マコンブの種判別マニュア

等 ル案を基に、事前運用試験を4試験室（外部機関を含む）で行った結果、全ての試験

室において試料の種を正しく判別し、DNA分析によるコンブ属の種判別法のマニュア

ルを制定することとした。さらに、ミツイシコンブ、ナガコンブ及びガッガラコン

ブの種判別について、検討を行うこととした。（平成25年度継続）

窒素及び炭素安定同位体比 窒素及び炭素安定同位体比を利用した乾わかめ（鳴門産）の原料原産地判別法につ

によるわかめ加工品の原産 いて検討した結果、窒素安定同位体比では鳴門産を鳴門産と判別する確率は100％、

地判別法の開発〔共同研究〕韓国産及び中国産を鳴門産以外と判別する確率は86.4％及び95.7％であった。これ

らの検討結果からマニュアル案を作成した。なお、炭素安定同位体比を判別に利用

することは難しいと判断した。（平成24年度終了）

遺伝子組換え農作物の定性 市販のトウモロコシ加工食品に対する遺伝子組換え体の定性分析技術について、現

分析技術＜トウモロコシ加 行の方法と新たに開発された方法のDNA抽出方法の違いによるPCRへの適用性につい

工食品の新規DNA抽出法の て検討した。検討の結果、現行の方法では内在性遺伝子が検知されなかった試料で

検討＞〔共同研究〕 も、新たに開発された方法では内在性遺伝子が検知されたことから、新たに開発さ

れた方法は現行の方法よりもトウモロコシ加工食品からのDNA抽出に適している可能

性が示唆された。（平成24年度終了）

農作物加工品からの遺伝子 市販のトウモロコシ加工食品に対する遺伝子組換え体の定性分析技術について現行

組換え体の定性分析技術の のBt11系統定性分析法については、偽陽性検出の可能性があるため、偽陽性検出を

検討＜改良されたトウモロ 低減することが可能とされる改変法の加工食品への適用性について検討した。検討

コシ定性分析法の加工食品 の結果、改変法においても偽陽性の可能性があるバンドが確認され、加工食品に関

への適用性の検討＞〔共同 しては改変法においても偽陽性検出が解消されない可能性が示唆されたため、改変

研究〕 法による検査法を導入する積極的な根拠とはならなかった。（平成24年度終了）

計 ３９課題
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